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【次世代住宅ポイント制度について（国土交通省より）】 

 

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会を通じて、 

国土交通省より、次世代住宅ポイント制度の周知連絡が 

ございましたので、ご案内いたします。 

 

１．ポイント発行申請期限について 

  次世代住宅ポイント制度のポイント発行申請期限は令和 2 年 3 月 31 日です。 

  災害等やむを得ない理由により、年度内に着工（1,000 万円未満のリフォーム工事につ 

いては工事完了）することが困難と認められる場合についても、ポイント発行申請期限 

は令和 2 年 3 月 31 日ですので、ご注意ください。 

 

２．災害等やむを得ない場合の建築着工／工事着手時期等について 

  災害等やむを得ない理由により、年度内に着工することが困難と認められる場合に 

おける、建築着工／工事着手の時期は令和 2 年 6 月 30 日です。また、1,000 万円未満 

のリフォーム工事について、災害等やむを得ない理由により、工事の完了が困難と認め 

られる場合における、工事完了の期限は令和 2 年 6 月 30 日です。 

 

  本取り扱いについては、新型コロナウイルス感染症の影響により材料供給が遅延等し、 

  年度内の着工（1,000 万円未満のリフォーム工事については工事の完了）が困難と認め 

られる場合についても対象となります。 

 

３．完了報告の期限について 

  工事完了前にポイント発行申請を行った場合は、工事完了後に完了報告を行う必要が 

あります。 

  ポイント発行申請時は、完了報告期限までに工事が完了し報告できる計画であったも 

のが、その後生じた災害等やむを得ない理由により、完了報告期限までに工事完了を報 

告することが困難になったと認められる場合には、当該完了報告期限を猶予すること 

とします。 



また、1,000 万円未満のリフォーム工事について、災害等やむを得ない場合に該当する 

ものとして、ポイント発行申請を行ったものについても、令和 2 年 6 月 30 日までに工 

事が完了できる計画であったものが、その後生じたやむを得ない理由により、期限内に 

工事完了が困難になったと認められる場合には、当該期限を猶予することとします。 

 

 

▼次世代住宅ポイント事務局ホームページ 

https://www.jisedai-points.jp/ 

 

▼次世代住宅ポイント事務局ホームページ（リーフレット掲載ページ） 

https://www.jisedai-points.jp/download/ 

 

 

メルマガ配信先の追加・変更等のご要望がございましたら、 

会社名、ご氏名、メールアドレスを下記宛てにご返信下さい。 

返信先：info@jkk-r.or.jp 
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配信元＠一般社団法人 

住活協リフォーム 事務局 

URL：http://www.jkk-r.or.jp/ 
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